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一人一台のタブレット端末で学力向上を 

校長 大谷 憲司 

 

関東地方以南の地域では早くも梅雨入りとなり、関東地方の梅雨入りも間近です。十小の校門脇にあ

るアジサイも徐々に開花し始めました。例年よりも長くなりそうな梅雨の時期、子供たちも室内で過ご

すことが増えそうです。本校では６月には読書旬間も行いますが、読書も含めこの時期を有意義に過ご

させたいものです。 

さて、そのことに一役買うかもしれない朗報が入りました。国のＧＩＧＡスクール構想に伴って貸与

される子供たちへの一人一台タブレット端末が、いよいよ本校にも導入されます。５月末にはタブレッ

ト端末が全児童分学校に届き、現在は周辺機器の設置や実際に使用するアカウントやパスワードなどの

設定など、子供たちが実際に使えるよう、ICT 担当の西主任教諭を中心に環境整備を進めています。 

清瀬市では、全校に Chromebook（クロームブック）が導入されました。そして、Google for 

education など Google 関係のアプリや、ドリル教材など、授業や学習で使えるアプリが導入されてい

ます。そして、教室では各学級にプロジェクターが配備され、授業の中でタブレットの画像の共有や、

映像資料の提示などができるようになります。当面の間は、このタブレットは自宅には持ち帰らず、教

室など校内で使用していきます。（家庭への持ち帰りについては改めてお知らせします） 

タブレット端末は、これからの未来社会を生きる子供たちにとっては必要不可欠な機器であり、その

活用を通して、学力を向上させることが期待されます。本校では大きく分けて次の２点の力を伸ばした

いと考えています。 

はじめに、個別最適な学びを通した学力向上です。タブレット端末には各学年の実態に合った学習教

材が入っています。特に、基礎的な文字の読み書きや計算、個別の知識などについては、これまで以上

にタブレットを使って繰り返し練習することで、学力を定着させることができます。そして、大きなメ

リットの一つが、個人のペースに合った進度で学習を進められることです。今回導入されるアプリには

学習履歴が残る機能もあるので、教師はそれぞれの子供たちがどのように学習を進めているのか、どこ

まで理解しているかをこれまで以上に把握しやすくなります。 

もう一つが、協働的な学びを通した学力向上です。タブレット端末は、それぞれの子供が考えたアイ

ディアを共有できる機能があります。私も試しに今回のタブレット端末に入っている「Jamboard」と

いうアプリを使ってみました。このアプリを使うと、自分の書いたメモなどが、書いた瞬間に他の人の

タブレットでも同時に表示され、付箋紙のようなメモ用紙にして貼り付けられる機能もあります。これ

なら授業の中で様々なアイディアを共有しやすくなりますし、発言することが苦手な子供にとっても、

タブレット上で自分の考えを表現しやすくなるな、と感じました。そして、タブレット端末はインター

ネットを介して、様々な人とつながることができます。他校や他の地域、そして

他の国の人々とも情報共有したりアイディアを深めたりすることが可能になり、

多様な人々と協働的に学べる可能性が広がると期待できます。 

一方、タブレット端末の使用にあたっては、ルールの確認が欠かせません。  

特に、インターネットを介して他者とつながることには様々な危険性もはらんで

いることは周知のとおりです。本校では子供たちとも相談しながら、昨年度から

検討している「ファミリーe ルール」と、今回貸与されるタブレット端末の使用

ルールを合わせて、全体的な情報機器の活用ルールを決めていきたいと思います。 

本校では、これらタブレット端末がもつメリットを最大限に生かし、今年度、

本校が育成を目指す資質・能力「協働問題解決力」の向上を目指していきます。

保護者の皆様の御理解・御協力をよろしくお願いいたします。 
導入されるタブレット端末 



６月行事予定  夕焼けﾁｬｲﾑは 1８：05 に鳴ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 

丸数字①から⑥は、学年。 ＳＣはｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの来校日。(相談は電話で御予約ください 。TEL 493-4310) 
時差登校 ①８：１０～８：２０ ②８：２０～８：３０  
分散登校時の A と B グループが１週間ごとに①②の時間帯を入れ替えて登校します。 

  
 

１学級指導 
安全指導日 
内科検診①③ 
読書旬間始 
ＳＣ 
時差登校①A②B 

２学級指導 

 
 
 

３学級指導 
市学力調査⑤ 
 

４学級指導 
避難訓練 
教育実習終 

５ 
 
 
 

７全校朝会 
委員会 
 
時差登校①B②A 

８学級指導 
５時間授業 
 

９学級指導 
開校記念日 
体力テスト 
 

1０学級指導 
歯科検診④⑤⑥ 
 

1１学級指導 
５時間授業 
読書旬間終 

１２ 
 
 

１４全校朝会 
内科検診⑤ 
 
時差登校①A②B 

１５学級指導 
ＳＣ 

１６学級指導 
 
 

１７学級指導 
体力テスト予備
日 
 

１８学級指導 

５時間授業 
離任式 

１９ 
 

２１全校朝会 
水泳指導始 
 
時差登校①B②A 

２２学級指導 
蚕学習③ 
 

２３学級指導 
４時間授業 
（教員研修の為） 

２４学級指導 
 

２５学級指導 
 

２６ 
 

２８全校朝会 
保護者会⑥ 
（５年は7/1３） 
時差登校①A②B 

２９学級指導 
保護者会③④ 
ＳＣ 

３０学級指導 7/1 学級指導 
安全指導日 
保護者会①② 

2 学級指導 
５時間授業 
避難訓練 
 

3 

タブレット端末で使用する「タッチペン」購入のお願い 
 巻頭言でお知らせしたタブレット端末の使用にあたり、本校では保護者の皆様に「タッチペン」の購入をお
願いすることにしました。タブレットで使用するアプリでは、直接画面に文字や絵を書き込む機会が増えます。
指先での書き込みも可能ですが、特に手書き文字の入力に際しては、タッチペンを使用したほうが子供たちに
とって、より確実に入力が可能になると考えました。（今回、市教委からのタッチペン貸与はありません） 
 今回は、全学年でタッチペン（税込み単価１３０円）を子供一人に１本ずつ学校でまとめて購入します。代
金は保護者様の学年口座の予備費から引き落とさせていただきます。何卒御了承ください。なお、破損、紛失
した際は御家庭で再購入していただきます。詳細は各担任までお問合せください。 

「ふれあい月間」について 
東京都では、1 年に 3 回の「ふれあい月間」を設定しています。６月が今年度第１回目のふれあい月間と

なります。 

普段から子供たちとの何でも相談できる環境づくりに努めていますが、６月はより一層子供たちが悩み事

の相談をしやすいようアンケートを行うなど子供たちの声を受け止めるよういたします。子供たちが友達と

楽しく学校生活を送ることができるように、支援・指導していきます。 

 

インターンシップの紹介 
 ５月２７日（木）から１２月１６日（木）までの主に毎週木曜日、次の２名の大学生がインターンシ

ップとして活動を行います。 

大下 雄也さん  程田 晴大さん （両名とも明星大学２年生）        

 教師になるために大学生の頃から教育現場を体験し、直接児童と関わりながら研鑽を積むことを目的

としています。日々の授業や行事等、様々な活動を行っていきますが、多くの児童と関わることになる

かと思います。感染症対策にも十分努めて参りますので、御理解の程、よろしくお願いいたします。 


